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船舶事故調査報告書 

 

                             令和４年１０月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年７月２日 ２２時００分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市寄
より

船
ふね

の沿岸（佐世保港） 

 高後
こ う ご

埼灯台から真方位１０２°１,３１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０６.０′ 東経１２９°４０.８′） 

事故の概要  プレジャーボート海
かい

耀
よう

は、緩やかに右転しながら航行中、浅所に乗

り揚げた。 

海耀は、船長が負傷し、船首部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 海耀、５トン未満 

 ２９２－３４８３０長崎、個人所有 

７.７０ｍ（Lr）×２.０５ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１６９.１７kＷ、昭和５２年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 ７１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年６月１６日 

免許証交付日 令和元年７月２９日 

         （令和７年６月１５日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 船首部外板に破口及び亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約１.４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約２５７cm（佐世

保） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、いか
．．

釣りの目的で、令和４年７月

２日１５時３０分ごろ長崎県大村
おおむら

市松
まつ

原
ばら

漁港を出航し、同県佐世保市

黒
くろ

島南方沖で釣りを行った後、２１時３０分ごろ帰途についた。 

船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、背もたれの付

いた操縦席に腰を掛け、背中をもたれた姿勢で操船に当たり、約１４

～１５ノットの対地速力で、手動操舵により東南東進した。 
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船長は、２１時５７分ごろ 洗
あらい

出
だ

シノ瀬灯浮標を左舷側に見て約 

５０～６０ｍ離して並んだ頃、佐世保港口第２号灯浮標を右舷側に見

て約１０ｍ離す針路として北東進した。 

船長は、２１時５９分ごろ佐世保港口第２号灯浮標に並んだ頃、い

つものように寄船の陸岸に沿って航行することとし、右舵約２～３°

を取ったり、舵を中央に戻したりを繰り返しながら航行中、周囲に他

船がいなかったので安堵し、眠気を感じる間もなく居眠りに陥った。 

本船は、緩やかに右転を続けながら航行し、２２時００分ごろ寄船

の沿岸に設置された防波堤（以下「本件防波堤」という。）西側の浅

所に乗り揚げて停止した。 

船長は、操縦席前部の操舵装置で顔面を打ち、本船が左舷側に傾い

て操縦席から転げ落ちたときに腰を打った。 

本事故発生場所付近の近隣住民の１人は、大きな音がしたので家の

外に出て、本船が本件防波堤付近の浅所に乗り揚げているのを確認

し、けが人がいると思い、１１９番通報を行った。 

消防局の担当者は、海上保安庁及び警察署に本事故発生の通報を 

行った。 

船長は、意識を失っていたところ、救援に駆けつけた救急隊員によ

りけがの応急処置を受けた後、救急車で佐世保市内の病院に搬送さ

れ、第１腰椎椎体骨折、急性硬膜下血腫、右眼窩内壁骨折、鼻骨骨折

及び顔面多発挫創と診断された。 

本船は、後日、船長の知人が手配したクレーン船によって吊り上げ

られて運ばれた後、陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の事故後の状況、写真

２ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

船長は、ふだん夜釣りに行く際、２日間仕事を休み、１５時３０分

ごろ出航し、翌日の正午ごろに帰航していたが、本事故当日は、０５

時ごろ起床し、０６時ごろ出勤して１２時ごろ帰宅し、釣りの準備を

行った後、１５時３０分ごろ出航して夜明けまで釣りを行う予定で 

あった。 

船長は、これまでに夜釣りを行っている最中に眠気を感じた場合、

錨泊して仮眠をとることがあった。 

船長は、航行中に眠気を感じた際、立ち上がって天窓から顔を出し

て風に当たるか、缶コーヒーなどを飲むかして眠気を払拭していた

が、本事故当時、多少の疲れを感じていたものの、眠気を感じていな

かった。 

船長は、ふだん２０時ごろ就寝し、翌０５時ごろ起床しており、本

事故当日も睡眠中に１回目覚めたものの約９時間の睡眠をとってい

た。 
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船長は、本事故の１～２年前から体力の衰えを感じていたが、本事

故当日の健康状態は良好であった。 

船長は、本事故前、月曜日から金曜日まで連続で仕事についてお

り、本事故当日も午前中が仕事だったので、知らず知らずのうちに疲

れが溜まっていたのかも知れないと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、寄船の陸岸に沿って航行中、船長が右舵約２～３°を取っ

たり、舵を中央に戻したりを繰り返しているうちに居眠りに陥り、緩

やかに右転しながら本件防波堤に向けて航行を続けたことから、本件

防波堤西側の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、背もたれの付いた操縦席に腰を掛け、背中をもたれた姿勢

で操船に当たっていたこと、及び慣れた海域で周囲に他船がおらず、

安堵して気が緩んだことから、覚醒水準が低下し、居眠りに陥ったも

のと考えられる。 

船長は、本事故の１～２年前から年齢的な体力の衰えを感じてお

り、本事故当時、多少の疲れを感じていたものの、眠気を感じていな

かったことから、居眠り運航の防止措置を採っていなかったものと考

えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が寄船の陸岸に沿って航行中、船長が右舵約

２～３°を取ったり、舵を中央に戻したりを繰り返しているうちに居

眠りに陥り、緩やかに右転しながら本件防波堤に向けて航行を続けた

ため、本件防波堤西側の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、年齢的な衰えを感じつつ疲れを感じた際、居眠りに陥る

ことがあり得るので、安全な海域で錨泊して仮眠をとるか、立ち

上がって操船に当たるかなどして、十分な居眠り運航の防止措置

を採って航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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福岡県 

佐賀県 

事故発生場所 

（令和４年７月２日 

 ２２時００分ごろ発生） 

佐世保港 

西海市寄船 

大分県 

長崎県 

本船 
佐世保港口第１号灯浮標 

黒
島 

西海市 

佐世保港口第２号灯浮標 

洗出シノ瀬灯浮標 

本件防波堤 



 

- 5 - 
 

写真１ 本船の事故後の状況 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          


